
執 行 機 関

X執 行 機 関
86.職   員

(l)職種別職員数
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資料 :特別区人事委員会「 昭和 59年4月 1日 現在 特別区職員の構成」

注 :1.一般職に属する職員である。ただし 「準職員及び臨時職員」、「休職者、結核休養者及

び育児休業中の職員」、「組合専従者」、「区から給与が支給されていない他団体等への派遣職

員」、「都職員、幼稚園教諭」は含まれていない。
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区 分
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執 行 機 関

(昭和 59.1.1現在 )

一 般 技 術 系 医 療 技 術 系
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)内 は女子の職員数で
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執 行 機 関

(2)職層別職員数

80,343(100.0) 1,799(2.2)  431(0.5) 1,368(1.7) 80,343(97.3)
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4,186(100.0)      86(2.1)       20(0.5)      66(1.6)

4,214(loO.0)      69(1.6)       19(0.4)      50(1.2)

資料 :特別区人事委員会「昭和 59年 1月 1日 現在 特別区職員の構成」

注 :一般職に属する職員である。ただし、「準職員及び臨時職員」、「休職者、結核休養者及び育児

休養中の職員」、「組合専従者」、「区から給与が支給されていない他団体等への派遣職員」、「都

職員、幼稚園教諭」は含まれていない。

-231-

管 理 職
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執 行 機 関

(昭和 59.1.1現 在 )

主

総 括 係 長

1,878(2.3)5,945(7.4)2,715(3.4) 34,479(42.9) 6,449(8.0)27,078(33.7)
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94(2.0)

79(1.5)
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73(1.7)
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147(8.8)

222(8.6)

314(9.7)

202(8.8)

166(8.5)

156(6.1)

213(5。 9)

190(5.1)

259(9.6)

350(5.6)

473(8.0)

30(2.1)

78(4.7)

48(1.9)

74(2.3)

78(3.4)

40(2.1)

98(3.8)
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50(1.8)

275(4.4)
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1,694(40.5)
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293(6.6)
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444(31.7)

509(30.6)
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823(32.0)

1,356(37.7)

1,284(34.5)

790(29.2)

2,079(33.2)

1,933(32.8)

926(33.5)

968(28.9)

1,404(31.2)

851(28.8)

1,289(35.8)

719(31.8)

1,524(34.4)

1,793(37.4)
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執 行 機 関

(3)職 員数の推移

資料 :特別区人事・厚生事務組合人事企画部資料による。

注 :条例定数による数値である。

(各年4月 1日 現在 )
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（６
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一
　

ｒＯ

　

Ｆ
Э

Ｏ
υ
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０

　

（
Ｖ

Ａ
Ｖ
　

ｌ
ｌ

　

ｎ
乙

，
●
　

う
０

　

′
４

８６

５６

４２

２１

４

５８

И
ヽ
　

■
４
一
　

ｒ
Ｏ

ｎ
ｖ
　

ｌ
■

■
４

　

′
４

７９

１０

侶

３０

２７

“

Ｆ
Ｏ

　

ム

＾
　

′
０

９８

８４

８５

′
，

　

ｒ
Ｏ
　
（
６

民
）

′
０

　

＾
Ｖ

Ａ
ｖ
　

Ａ
υ
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４

民
υ
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＾
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υ
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υ
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Ｏ
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仕
　

ｒ
Э
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υ
　

ハ
Ｖ

Ａ
ｖ
　

ｎ
ｖ
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０

１
■
　

７
‥
　

Ａ
Ｖ

４

‘
　

次
υ
　

■
４

Ｑ
υ
　

９
“
　

０
４
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υ
　
ｌ
■
　

″ｆ

′
■
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υ
　

ｒ
Э
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υ
　

ｒ
Э

ス
■
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υ
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ι
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９３
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ｒ
Э

　

Ｏ
υ
　

■
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つ
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，
“
　

■
４

“

２４
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■
　

′
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一

０
）

１
■
　

つ
４

お
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０５
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Ｖ
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■
１

И
一
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υ
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１

９
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■
４

７４

”

３２
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υ
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υ
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υ
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０
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０
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87.行政機関 と附属機関

(|)行 政委員会及び委員数

執 行 機 関

(昭和 59.4.1現 在 )

区 分

区  名

教

　

委

六円
一　
　
△
バ員

選 挙 管 理

委  員  会
監 査 委 員

業
　
会員

農
　
委

総  数

千 代 田

中  央

港

目  黒

大  田

世 田 谷

斗ヒ

葛  飾

江 戸 川

新

文

台

　

墨

江

品

渋

中

杉

　

豊

　

荒

　

板

練

足

宿

京

東

田

東

川

谷

野

並

　

島

　

川

　

橋

馬

立

113

民
υ
　

Ｆ
Э

　

´
■

92

′
一
　

И
■
　

４
４

И
■
　

■
４

　

■
４

４

４

４

　

　

４

４

４

　

　

４

４

憎
　
　

．　
．　
．　

　
　

．　
．　
．　

　
　
一　
一　
一　
　
　
一　

１８

２２
　
　
一
14

14

一
　

一

一

　

‐６

２４

‐８

　

‐９

２４

84    (38)   〔46〕

４

４

４

　

　

３

４

４

　

　

４

４

３

(1) 〔2〕

( 1)   〔 2〕

( 1)   〔 2〕

〔 2〕

〔 2〕

〔 2〕

(2) 〔
(2) 〔
(2) 〔

〔 2〕

〔 2〕

〔 2〕

〔 2〕

〔 2〕

〔 2〕

( 2)   〔 2〕

( 2)   〔 2〕

(2)

(1)

(1)

(1)

(2)

(2)

)

)

資料 :各区資料による。

注 :1.委員数は現員数である。
2.()内 は議員選出数で、〔〕内は知識経験者選出数でそれぞれ内数である。
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執 行 機 関

(2)附 属機関 及び 委 員数 (そ の 1)

022

39

40

50

45

35

慇

40

53

59

29

54

62

32

0

28

47

46

35

40

35

50

55

60

322 466

30

53

90

90

59

54

55

60

50

30

90

25

247 ４６

　

　

２

２

２

115

14

14

14

15

15

15

5

10

15

14

14

14

15

15

15

15

10

8

27

21

27

14

14

14

15

15

14

10

9

10

21

24

21

14

14

14

60

120

118

18

21

18

５

５

５

　

５

５

一

15

11

14

14

14

5

5

15

18

18

18

14

14

14

15

13

15

，

″

（
６

　

８

）

14

14

14

5

15

5

15

10

10

18

21

18

15

14

15

18

18

18

14

14

15

13

10

10

８

９

８

　

　

０

０

８

５

４

　

　

６

６

父
）

０
０

資料 :各 区資料による。

注 :1.地方自治法第 138条 の4第 3項及び第 202条の 3の規定に基づき設置されたものである。

2.委員数は現員数である。

3.「建築審査会」の委員には、専門調査員は含まない。
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区 分

区  名

防

災

会

議

推

せ

ん

会

民

生

委

員

認

定

審

査

会

公
害
健
康
被
害

協

　

議

　

会

保

健

所

運

営

協

　

議

　

会

結

核

診

査

運

営

協

議

会

国
民
健
康
保
険

建

築

審

査

会

総  数

千 代 田

中  央

港

黒

田

谷田

目

大

世

1ヒ

葛  飾

江 戸 川

新

文

台

　

墨

江

品

渋

中

杉

　

豊

　

荒

　

板

練

足

宿

京

東

田

東

川

谷

野

並

　

島

　

川

　

橋

馬

立



執 行 機 関

(昭和 59.4.1現在 )

175

10

12

協

　

議

　

会

青

少

年

問

題

10

14

16

10

10

15

27

13

15

23

19

43

43

41

10

10

15

15

18

20

17

15

124 479

29

25

17

273 185

13

11

13

386 154950

38

50

31

13

14

20

10

10

15

28

15

15

19

20

19

16

17

15

20

15

20

11

9

10

10

10

一
　

‐０

‐０

　

　

　

一
　

一
　

‐０

２

０

６

　

　

３

２

３

　

　

２

７

９

　

　

７

４

０

　

　

５

４

１

　

　

３

６

４

５

５

　

３

３

３

　

４

３

２

　

３

５

４

　

２

３

６

　

４

５

３４

‐６

２０

　

‐５

３５

２０

　

２０

２０

２０

4

11

6

11

7

10

一
　

一
　

　

６

７

７

‐５

一

‐５

　

２０

３３

‐５

　

一

12

15

8

16

13

14

０
０

　

■
４

15

13

13

10

10

10

15

17

審

　

査

　

会

生
業
資
金
貸
付

審

　

議

　

会

特
別
職
報
酬
等

協

　

議

　

会

衆
浴
場
法
運
営

館
業
法
及
び
公

興
業
場
法

・
旅

者
認
定
審
査
会

大
気

汚
染
障
害

公補等
生 偕

健診番

康療謀
被報

縣

害酬会

審

　

議

　

会

都

市

計

画

評

価

関

係

会

財
産
価
格
審
議

総

　

千

中

港

　

新

文

台

　

墨

江

品

　

目

大

世

　

渋

中

杉

　

豊

北

荒

　

板

練

足

　

葛

江

20

21
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執 行 機 関

(2)附 属機関及び委員数 (そ の 2)

そ の 他 の

23 老人保健連絡協議会 (23)

26 住居表示審議会 (17)ス ポーツ振興審議会 (9)

44 公私立幼稚園調整審議会 (15)文 化財保護審議会 (10)

55 住居表示審議会 (30)建築紛争調停委員会 (6)社会教育委員 (10)

49 基本構想審議会 (0)建築調停紛争委員会 (3)奨学生選考委員会 (11)

29 奨学資金貸付選考委員会 (10)電子計算組織管理運営審議会 (9)

22 建築紛争調停委員会 (6)文化財保護審議会 (7)学童災害共済審議会 (9)

41 電子計算組織管理運営審議会 (18)建築紛争調停委員会 (6)

103 電子計算組織運営審議会 (15)同 和対策資金貸付審査会 (10)

中小企業事業資金融資あっ旋審査会 (9)文化財保護審議会 (10)

93 電子計算組織管理運営審議会 (17)施設建設紛争調停委員会 (5)

建築紛争調停委員会 (6)文化財保護審議会 (10)名 誉区民選考委員会 (0)

154 奨学生貸付審議会 (16)長 期基本計画審議会 (23)産業振興資金貸付審査

公害問題対策会議 (19)が け等整備資金あっせん審査会 (6)

郷土博物館運営協議会 (10)ス ポーツ振興審議会 (12)

127 電子計算組織運営管理審議会 (18)文化財保護審議会 (12)

消費経済対策委員会 (20)建築紛争調停委員会 (3)

54 奨学資金運営委員会 (12)建築紛争調停委員会 (6)福祉環境整備助成審

97 電算処理に係る個人情報審議会 (24)文化財保護審議会 (12)

文化財保護審議会 (12)社会教育委員(lo)奨学金運営委員会 (9)

111 個人情報保護対策審議会 (20)建築紛争調停委員会 (6)

奨学資金運営委員会 (12)緑化推進委員会 (25)

38 個人情報保護審議会 (17)表彰審査会 (15)住 居表示審議会 (0)

60 中小企業従業員退職金等共済運営審議会 (15)奨学資金貸付審査会 (11)

76

125

長期基本計画審議会 (∞)表彰審査会 (14)文化財保護審議会 (9)

住居表示審議会 (28)緑 化委員会 (24)公 民館運営審議会 (27)

法務省東京法務局人権擁護委員会 (10)練 馬区地域医療問題懇談会 (21)

育英資金貸付審議会 (12)文化財保護審議会 (12)うレフ場運営委員会(12)

育英資金貸付審議会 (15)建 築紛争調停委員会 (5)学校保健委員会 (20)

文化財保護審議会 (16)交 通安全協議会 (55)公害等対策資金貸付選考

建築紛争調停委員会 (3)環境浄化対策協議会 (19)

資料 :各区資料による。

注 :1.地方自治法第 138条の4第 3項及び第 202条の3の規定に基づき設置されたものである。

2.委員数は現員数である。

１

２

３

４

５

３

３

４

９

　

　

９

　

　

２

５

５

　

一
　

６

７

５０

４０

８０

そ の 他

数 委員数

千 代 田

中  央

港

新  宿

文  京

台  東

墨  田

江  東

品  り‖

目  黒

大   田

世 田 谷

足  立

葛  飾

江 戸 川

区 分

区  名

渋

中

　

杉

　

豊

　

荒

板

練

谷

野

　

並

　

島

　

川

橋

馬
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執 行 機 関

(昭和 59.4.1 在 )

附 属 機 関 の 内 訳

中小企業振興審議会 (19)

文化財保護審議会 (9)

文化財専門委員 (5)交通安全協議会 (30)

社会教育委員 (10)

奨学資金貸付審査会 (12)文 化財保護審議会 (5)

奨学資金運営委員会 (10)建築紛争調停委員会 (4)社会教育委員 (10)交通安全対策会議 (25)

勤労者生活資金融資あっ旋審査会 (10)

奨学資金運営委員会 (15)地 域保健福祉協議会 (30)社 会教育委員 (10)

長期計画審議会 (0)

会 (8)交通安全対策会議 (")小規模企業特別事業資金あっせん審査会 (9)

同和対策資金貸付審査会 (9)建築紛争調停委員会 (4)文化財保護審議会 (9)

中小商工業振興対策委員会(20)農業振興対策委員会 (18)社会教育委員 (10)

自然環境保護審議会 (26)

査会 (8)基本構想審議会 (35)文 化財専門委員会 (3)

中野区練馬区富士見台ケアーセンター運営審議会 (12)障害者福祉協議会 (24)

建築紛争調停委員会 (6)

職員住宅管理委員会 (9)公会堂運営委員会 (12)公害監視委員会 (27)

募金審査委員会 (0)建築紛争調停委員会 (6)

小売市場運営協議会 (13)建築紛争調停委員会 (3)個 人情報保護審議会 (18)

土地区画整理審議会 (9)建築紛争調停委員会 (3)美術館運営協議会 (8)

建築紛争調停委員会 (5)総 務庁関東管区行政監察局行政相談員 (10)

建築紛争調停委員会 (4)社会教育委員 (10)

委員会 (16)医 学生等修学資金貸付選考委員会 (11)葛西沖埋立地開発審議会 (19)

千

中

港

新

文

台

墨

江

品

　

目

　

大

世

　

渋

中

　

杉

　

豊

北

荒

板

練

　

足

葛

江
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執 行 機 関

(3)専 門委員、指導員、相談員等 とその委員数

1,048     208     1,139      90 118 302      583 ３４

　

　

　

一
　

１

２

30

35

29

18(10)

3

11

12

40

5

2

2(2)

１

０

７

　

６

０

５

　

３

９

０

　

４

０

４

　

５

３

６

　

６

４

２

　

８

５

９

　

５

６

２

２

２

　

３

３

４

　

３

４

４

　

４

６

６

　

３

４

４

　

３

６

４

　

５

６

７

　

５

５

６

６
　
一　
　
　
Ｈ
　
一　

‐５

20

16

79

28

18

5

6

12

15

70

25

31

13

11

6

7

３

６

９

　

　

５

２

９

　

　

５

０

０

　

　

５

４

０

　

　

１

４

５

　

　

７

６

０

　

　

８

６

４

３

６

　

３

５

４

　

４

６

７

　

４

４

５

　

５

６

４

　

５

７

６

　

３

５

2

12

4

２

３

　

一

6

26

16

19

22

9

14

19

10

19

14

12

12

27

４

２

一

　

１

２

１

９

６

３

　

一

一

‐９

２

　

一
　

一
　

　

　

一
　

一
　

一
　

　

　

一
　

７

４

‐３

５

７

　

‐３

７

６

　

２４

‐０

１

　

一

２

３

〇

　

一　

　

　

２

ハ
′́
・・“　　　　　　　　　　ｒ
・い・・̈
）　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　″̈
・一一一一

各区資料による。

1.例示以外については省略 した。

2_委 員数は現員数である。

3.()内 は兼務者数で内数である。

資料

注

区 分

区  名

青

少

年

委

員

社指

導
教

育員

体

育

指

導

員

郷 調

査

等 員

土

史

文調

査
化

委

財員

教

育

相

談

員

法

律

相

談

員

結

婚

相

談

員

総  数

千 代 田

中  央

港

宿

京

東

田

東

川

黒

田

谷田

目

大

世

谷

野

並

　

島

　

川

　

橋

馬

立

葛  飾

江 戸 川

1ヒ

新

文

台

　

墨

江

品

渋

中

杉

　

豊

　

荒

　

板

練

足

516

-239-



執 行 機 関

(昭和 59.4.1現在 )

42 45 23     1,175 76     4,091

区等

行相

財談

政員

，
“
　

０^

　

Ю^

‐３

‐３

　

‐９

177

209

1

2(1)

1

６４

　

３

２

一

　

２

４

３

69 135

10

86

13

‐４

２

一

　

一

４

３

‐４

８

一

　

５

９

２８

一
　

２２

３５

　

　

２６

２

２

　

一　

　

　

１

２

１

４

　

一
　

６

　

　

　

一
　

３

３

３

２

２

　

　

一
　

２

５

一
　

３

　

　

　

一
　

４

　

一　

　

　

３

１

６

２

２

８

　

５

７

６

　

６

一

〇

　

９

９

一

　

９

８

０

８

　

６

０

２

　

７

．

９

　

８

４

．

６

１

２

１

　

１

４

４

　

１

　

２

　

１

２

　

　

２

２７

　

一

3

21

156

‐ ０

一

　

４

６

一

　

５

５

５ 14

一
　

３

　

一　

　

　

‐４

　

一
　

一
　

　

　

一

3

10

3

10

150

147

税

務

相

談

員

区

民

相

談

員

母

子

相

談

員

家

庭

相

談

員

ろ相

り
談

あ

者員 関 員

老係

相

ヨ火

祉
縣

人

福

交 相

通

談
事

故 員

保協

健力

衛委

生員

総

　

千

中

港

　

新

文

台

　

墨

江

品

　

目

大

世

　

渋

中

杉

　

豊

北

荒

　

板

練

足

　

葛

江
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一

　

一

　

一
　

　

　

一
　

１

　

一
　

　

　

一

　

一

　

一
　

　

　

一

　

一

２

１

１

　

１

２

１

　

１

４

４

　

１

２

３

　

３

２

１

　

３

２

５

　

，
二
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